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はは  じじ  めめ  にに  
  
  令令和和４４年年度度島島根根県県運運営営適適正正化化委委員員会会事事業業報報告告書書をを刊刊行行いいたたししままししたた。。  

ここここでではは、、そそのの概概略略ををおお伝伝ええいいたたししまますす。。  
本本委委員員会会はは、、福福祉祉ササーービビスス利利用用援援助助事事業業（（日日常常生生活活自自立立支支援援事事業業））のの適適正正なな  

運運営営をを確確保保すするるたためめのの「「運運営営監監視視合合議議体体」」とと福福祉祉ササーービビススにに関関すするる利利用用者者等等かか  
ららのの苦苦情情をを適適切切にに解解決決すするるたためめのの「「苦苦情情解解決決合合議議体体」」をを設設置置しし、、公公正正・・中中立立的的  
なな第第三三者者機機関関ととししててのの取取りり組組みみをを行行っってておおりりまますす。。本本年年度度はは、、委委員員会会本本会会議議３３

回回、、運運営営監監視視合合議議体体会会議議３３回回・・苦苦情情解解決決合合議議体体会会議議６６回回開開催催いいたたししままししたた。。  
日日常常生生活活自自立立支支援援事事業業にに関関すするる市市町町村村社社会会福福祉祉協協議議会会現現地地調調査査をを松松江江市市、、雲雲

南南市市、、海海士士町町、、西西ノノ島島町町、、隠隠岐岐のの島島町町のの５５社社協協ににおおいいてて、、８８～～９９月月のの期期間間、、のの

べべ運運営営監監視視合合議議体体委委員員１１２２名名にによよりり、、７７４４件件ののケケーーススににつついいてて実実施施ししままししたた。。

ままたた、、そそのの結結果果にに基基づづきき、、島島根根県県社社会会福福祉祉協協議議会会にに対対ししてて２２件件のの助助言言・・改改善善をを

要要望望しし、、改改善善策策ににつついいててのの回回答答をを得得ままししたた。。  
当当委委員員会会へへのの苦苦情情相相談談等等ににつついいててはは、、３３１１件件のの相相談談ががあありり昨昨年年度度かからら１１５５件件

のの増増加加ととななりりままししたた。。  
福福祉祉ササーービビスス苦苦情情解解決決研研修修会会ににつついいててはは、、「「福福祉祉ササーービビスス事事業業所所ににおおけけるる苦苦

情情解解決決のの取取りり組組みみ」」ををテテーーママにに松松江江会会場場、、浜浜田田会会場場ににててそそれれぞぞれれ開開催催いいたたししまま

ししたた。。  
次次年年度度はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響等等にによよりり、、実実施施をを見見合合わわせせてておお

りりままししたた福福祉祉事事業業所所へへのの巡巡回回指指導導（（訪訪問問））をを、、感感染染状状況況をを確確認認ししななががらら再再開開しし

たたいいとと考考ええてておおりりまますす。。併併せせてて、、市市町町村村社社会会福福祉祉協協議議会会のの現現地地調調査査をを引引きき続続きき

実実施施いいたたししまますす。。  
ままたた、、福福祉祉ササーービビスス苦苦情情解解決決研研修修会会ににつついいててはは、、様様々々なな開開催催方方法法をを視視野野にに入入

れれななががらら状状況況にに応応じじたた方方法法でで開開催催ししてて参参りりまますす。。  
      

令令和和５５年年３３月月  
  
                                              島島根根県県運運営営適適正正化化委委員員会会  
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１．運営適正化委員会の設置の目的（社会福祉法第83条） 

   福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保する 

   福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決する 

 

２．運営適正化委員会の組織（平成12年11月14日設置） 

 （１）組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【島根県運営適正化委員会】構成委員数７人 

① 社会福祉に関する学識経験者    ３人 

② 法律に関する学識経験者       ２人 

③ 医療に関する学識経験者       ２人 

【運営監視合議体】 

・福祉サービス利用援助事業の運営監視及び当該事業を行う者に対する

必要な助言又は勧告を行う （社会福祉法第84条） 

構成委員数６人 

① 社会福祉に関する学識経験者 

 ア 公益を代表する者（大学教授 １人） 

 イ 福祉サービス利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する者 

    （認知症の人と家族の会 １人） 

 ウ 福祉サービスの提供者を代表する者（障害者福祉施設 １人） 

② 法律に関する学識経験者（税理士 １人） 

③ 医療に関する学識経験者（医師 １人、精神保健福祉士 １人） 

【苦情解決合議体】 

・福祉サービスに関する利用者等からの苦情を解決するための相談、助

言、事情調査又はあっせんを行う （社会福祉法第85条） 

・苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇に

つき不当な行為が行われているおそれがあると認められるときは、島

根県知事に対して通知する （社会福祉法第86条） 

構成委員数４人 

① 社会福祉に関する学識経験者 

 ア 公益を代表する者（大学教授 １人） 

② 法律に関する学識経験者（弁護士 １人） 

③ 医療に関する学識経験者（医師 １人、精神保健福祉士 １人） 

○事務局 

 ・苦情の受付 

 ・運営監視の計画 

 ・委員会事務 

 ・広報、啓発活動 

 ・調査、研究 

 ・報告書の作成 
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（２）委員名簿 

任 期 令和４年１１月１４日～令和６年１１月１３日 

    委員長 加川 充浩  委員長職務代理者 岩田 兼正 

分 野 別 氏  名 所属・役職 
所属合議体 

運営監視合議体 苦情解決合議体 

社会福祉に関し学識経験を有する者である委員 

 
公益を代表する者 加川 充浩 

島根大学人間科学部准

教授 
○ ○（職務代理者） 

福祉サービス利用援助

事業の対象者を支援す

る団体を代表する者 

黒松 基子 
認知症の人と家族の会 

島根県支部代表 
○  

福祉サービスの提供者

を代表する者 
青戸  亨 

島根県知的障がい者福

祉協会副会長 
〇（職務代理者）  

法律に関し学識経験を有する者である委員 

 弁護士 廣澤  努 島根県弁護士会  ○ 

税理士 粟井 辰也 中国税理士会松江支部 ○  

医療に関し学識経験を有する者である委員 

 医 師 岩田 兼正 医療法人正心会理事長 ○（委員長） ○ 

精神保健福祉士 飯島 竜司 
島根県精神保健福祉士

会 
○ ○（委員長） 

 

 

 

 

島根県運営適正化委員会委員の選考委員会委員名簿 

（任期：令和４年１１月１日～令和６年１０月３１日） 

氏  名 選 考 理 由 選 考 区 分 

高尾 雅裕 
マスコミ関係者の代表 

（山陰中央新報社専務取締役） 

公益を代表する者 住田 達宣 
民生委員・児童委員 

（島根県民生児童委員協議会会長） 

家本  賢 島根県共同募金会常務理事・事務局長 

福間 廣明 
障がい者団体の代表 

（島根県知的障害者施設保護者会連合会会長） 

福祉サービスの利用者を代

表する者 
安部 美佐子 

障がい者団体の代表 

（島根県精神保健福祉会連合会理事長） 

福井 幸夫 
障がい者団体の代表 

（島根県身体障害者団体連合会会長） 

原  成充 
介護保険事業者の代表 

（島根県老人福祉施設協議会会長） 

社会福祉事業経営者を代表

する者 
諏訪 方宣 

地域福祉推進事業者の代表 

（松江市社会福祉協議会常務理事） 

森山 幸朗 
保育施設経営者の代表 

（島根県保育協議会副会長） 
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３．委員会の活動状況 

【運営適正化委員会本会議】 

※令和４年６月８日（水） 
  島根県社会福祉協議会理事会において、委員長都合により不在のため委員長職務代理者から

令和３年度事業報告 

 

 

【運営監視合議体】 

（１） 会議の開催状況 

 

 

 

 

回 開催期日／出席委員数 議       題 

第
一
回 

令和４年５月９日（月） 

出席委員数７名 

１ 令和３年度事業報告について 

２ 令和４年度両合議体事業推進について 

３ 令和４年度運営適正化委員会・両合議体開催日程について 

第
二
回 

 

令和４年１１月１４日（月） 

出席委員数７名 

 

１ 委員長選任（互選）について 

２ 委員長職務代理者の指名について 

３ 合議体委員の指名について 

４ 合議体委員長及び委員長職務代理者について 

第
三
回 

 

令和５年３月２３日（木） 

出席委員数６名 

 

１ 令和４年度事業報告書（素案）について 

２ 令和４年度補正予算について 

３ 令和５年度事業計画について 

４ 令和５年度収支予算について 

５ 令和５年度島根県運営適正化委員会及び両合議体等開催日程について 

回 開催期日／出席委員数 議       題 

第
一
回 

令和４年５月９日（月） 

出席委員数６名 

１ 令和３年度日常生活自立支援事業実績について 

２ 令和４年度日常生活自立支援事業に係る現地調査について 

第
二
回 

 

令和４年１１月１４日（月） 

出席委員数６名 

 

１ 令和４年度福祉サービス利用援助事業の市町村社協現地調査結果につ

いて 

２ 島根県社会福祉協議会に対する助言・改善要求について 

第
三
回 

 

令和５年１月１６日（月） 

出席委員数６名 

 

１ 令和４年度福祉サービス利用援助事業の市町村社協現地調査結果に対

する回答について 

２ 令和４年度日常生活自立支援事業に関する業務実施について 

３ 令和３年度日常生活自立支援事業における不祥事案に関する再発防止

に向けた取組みの現状について 

４ 令和５年度福祉サービス利用援助事業の市町村社協現地調査について 
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【運営監視合議体】 

（１） 会議の開催状況 

 

 

 

 

回 開催期日／出席委員数 議       題 

第
一
回 

令和４年５月９日（月） 

出席委員数７名 

１ 令和３年度事業報告について 

２ 令和４年度両合議体事業推進について 

３ 令和４年度運営適正化委員会・両合議体開催日程について 

第
二
回 

 

令和４年１１月１４日（月） 

出席委員数７名 

 

１ 委員長選任（互選）について 

２ 委員長職務代理者の指名について 

３ 合議体委員の指名について 

４ 合議体委員長及び委員長職務代理者について 

第
三
回 

 

令和５年３月２３日（木） 

出席委員数６名 

 

１ 令和４年度事業報告書（素案）について 

２ 令和４年度補正予算について 

３ 令和５年度事業計画について 

４ 令和５年度収支予算について 

５ 令和５年度島根県運営適正化委員会及び両合議体等開催日程について 

回 開催期日／出席委員数 議       題 

第
一
回 

令和４年５月９日（月） 

出席委員数６名 

１ 令和３年度日常生活自立支援事業実績について 

２ 令和４年度日常生活自立支援事業に係る現地調査について 

第
二
回 

 

令和４年１１月１４日（月） 

出席委員数６名 

 

１ 令和４年度福祉サービス利用援助事業の市町村社協現地調査結果につ

いて 

２ 島根県社会福祉協議会に対する助言・改善要求について 

第
三
回 

 

令和５年１月１６日（月） 

出席委員数６名 

 

１ 令和４年度福祉サービス利用援助事業の市町村社協現地調査結果に対

する回答について 

２ 令和４年度日常生活自立支援事業に関する業務実施について 

３ 令和３年度日常生活自立支援事業における不祥事案に関する再発防止

に向けた取組みの現状について 

４ 令和５年度福祉サービス利用援助事業の市町村社協現地調査について 

3
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（２）福祉サービス利用援助事業運営監視の状況 

   ① 市町村社会福祉協議会に対する現地調査 

    令和４年８月２日（火）   松江市社会福祉協議会現地調査 

                   委員、事務局、県社協担当職員 

    令和４年９月９日（金）   雲南市社会福祉協議会現地調査 

                   委員、事務局、県社協担当職員 

    令和４年９月１３日（火）  海士町社会福祉協議会現地調査  

                   委員、事務局、県社協担当職員 

    令和４年９月１３日（火）  西ノ島町社会福祉協議会現地調査 

                   委員、事務局、県社協担当職員 

    令和４年９月１４日（水）  隠岐の島町社会福祉協議会現地調査 

                   委員、事務局、県社協担当職員 

    

   ② 運営適正化委員会からの所見及び島根県社会福祉協議会の回答 

 
◆所見〔通帳残高について〕 

      一昨年度、本県においても日常生活自立支援事業利用者が関わる不祥事案件が発生

し、その発生を受けて県社協が実施した全契約ケースの一斉点検及びその後の改善指

導により、昨年度運営適正化委員会から指摘した、通常使用している通帳の残高が５

０万円を超えるものの件数の減少が確認できた。一方で、通帳の残高が５０万円を超

える通帳が若干数あったので、契約締結審査会へ諮ることを促す等、引き続き改善指

導が徹底されるようお願いしたい。 
 
    ◆回答 
     ５０万円を超える残高の通帳については、ご指摘のとおり、全契約ケースの一斉点

検後の改善指導、ならびに専門員連絡会等を通じての本会からの指導により、かなり

改善いたしましたが、すべては解消しておりません。 
     令和５年１月に開催する専門員連絡会にて、再度徹底するよう指導いたします。 
     なお、令和５年度からの実施に向け、不正防止に向けた取組みの一つとして、日常

的に適正な業務執行が確認できるよう、市町村社協における内部点検実施に向けた

「業務運営点検表」を現在作成中です。通帳残高についても、その点検項目の一つに

入れ、定期的に確認できる体制を整備し、通帳の残高が５０万円を超えないよう、ま

たは、超える場合は、契約締結審査会へ諮るよう指導を行ってまいります。 
 

◆所見〔通帳記帳について〕 
      通帳記帳について長期間未記帳のものが見られたので、通帳記帳について徹底する

ようご指導いただきたい。 

〇前任者から引継いだ後、相当期間未記帳である通帳が存在したので、きちんと記

帳しておくこと。 

〇長期間出納の動きがない通帳については、定期的に記帳しＡＴＭから出力される

帳票などを使用し最終記帳日を把握しておくこと。 

           

    ◆回答 
令和５年１月に開催する専門員連絡会にて指導徹底いたします。 

なお、既出の「業務運営点検表」において、定期的な通帳記帳の実施を点検項目に取り入

れ、把握できる環境をつくります。 

5 
 

※ 令和４年１１月２５日付島運適第１５号にて、島根県社会福祉協議会小林淳一会長

に対し運営適正会委員会加川委員長から現地調査結果を通知した。 

    

    ※ 令和４年１２月２０日付島社生第５３５号にて、島根県社会福祉協議会小林淳一会

長から運営適正化委員会加川委員長に対して現地調査結果への回答があった。 

 

 

 

 

【苦情解決合議体】  

（１）会議の開催状況 

  

（２）研修会の実施状況 

「令和４年度福祉サービス苦情解決研修会」 

新型コロナウイルスの影響により、ハイブリッド方式にて松江、浜田２会場で開催 

   〔松江会場〕期 日 令和４年１０月１４日（金） 

         会 場 くにびきメッセ ５０１会議室 

         参加者 会場来場者 ４３名  Web参加者 ３０８名  合計 ３５１名 

   〔浜田会場〕期 日 令和４年１１月４日（金） 

         会 場 いわみーる ４０２研修室 

         参加者 会場来場者 １３名  Web参加者 ２１６名  合計 ２２９名 

    内容（松江会場・浜田会場同じ） 

① 講 演「福祉サービス事業所における苦情解決の取り組み」 

            講師 弁護士 井上 晴夫 氏  

② 質疑応答 

 

回 開催期日／出席委員数 議  題 

第
一
回 

令和４年５月９日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（８件） 〈内前年度分 ２件〉 

第
二
回 

令和４年７月４日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（８件） 

第
三
回 

令和４年９月５日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（７件） 

第
四
回 

令和４年１１月１４日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（６件） 

第
五
回 

令和５年１月１６日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（１件） 

第
六
回 

令和５年３月２３日（木） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（４件） 

4
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※ 令和４年１１月２５日付島運適第１５号にて、島根県社会福祉協議会小林淳一会長

に対し運営適正会委員会加川委員長から現地調査結果を通知した。 

    

    ※ 令和４年１２月２０日付島社生第５３５号にて、島根県社会福祉協議会小林淳一会

長から運営適正化委員会加川委員長に対して現地調査結果への回答があった。 

 

 

 

 

【苦情解決合議体】  

（１）会議の開催状況 

  

（２）研修会の実施状況 

「令和４年度福祉サービス苦情解決研修会」 

新型コロナウイルスの影響により、ハイブリッド方式にて松江、浜田２会場で開催 

   〔松江会場〕期 日 令和４年１０月１４日（金） 

         会 場 くにびきメッセ ５０１会議室 

         参加者 会場来場者 ４３名  Web参加者 ３０８名  合計 ３５１名 

   〔浜田会場〕期 日 令和４年１１月４日（金） 

         会 場 いわみーる ４０２研修室 

         参加者 会場来場者 １３名  Web参加者 ２１６名  合計 ２２９名 

    内容（松江会場・浜田会場同じ） 

① 講 演「福祉サービス事業所における苦情解決の取り組み」 

            講師 弁護士 井上 晴夫 氏  

② 質疑応答 

 

回 開催期日／出席委員数 議  題 

第
一
回 

令和４年５月９日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（８件） 〈内前年度分 ２件〉 

第
二
回 

令和４年７月４日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（８件） 

第
三
回 

令和４年９月５日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（７件） 

第
四
回 

令和４年１１月１４日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（６件） 

第
五
回 

令和５年１月１６日（月） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（１件） 

第
六
回 

令和５年３月２３日（木） 

出席委員数４名 
苦情・相談申出案件協議（４件） 

5
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（３）啓発活動の実施状況 

  【会議・研修会派遣】 

◇令和４年度運営適正化委員会事業研究協議会 

ZoomによるWeb会議開催  令和４年７月１２日（火） 

 内 容 （行政説明）社会福祉を取り巻く状況と苦情解決の仕組みの取り組み方針 

     厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

（説明）各運営適正化委員会の実施状況と令和４年度の本会の取り組み 

全国社会福祉協議会政策企画部 

     （説明）日常生活自立支援事業の現状と課題 

全国社会福祉協議会地域福祉部 

         （基調報告）運営適正化委員会における苦情相談の現状と今後に向けた対応 

                  立教大学教授 平野 方紹 氏 

（グループ協議） 

(1)苦情への対応状況について（対応範囲、他機関との連携等） 

(2)福祉施設・事業所への働きかけについて（巡回指導、施設向け研修の

実施、苦情解決体制の整備や第三者委員に対する働きかけ等） 

(3)その他（運営監視の実施状況、組織体制、委員の選任、書類の保管等） 

 

◇令和４年度運営適正化委員会事業相談員研修会 

動画配信期間  令和４年１０月２４日（月）～令和４年１１月１４日（月） 

     内 容 （説明）運営適正化委員会の現状と今後の取り組み 

          全国社会福祉協議会政策企画部 

（講義Ⅰ）苦情解決を通じた利用者の権利擁護と福祉サービスの質の向上  

          弁護士・明治大学法科大学院教授 平田 厚 氏         

         （講義Ⅱ）精神障害への理解と苦情・相談対応           

早稲田大学人間科学学術院教授 岩崎 香 氏 

         （講義Ⅲ）障害者施設における苦情相談への対応と福祉サービスの質の向上

の取り組み 

全国社会福祉法人経営者協議会 障害福祉事業経営委員会  

副委員長 油谷 佳典 氏 

    

◇令和４年度中国・四国ブロック運営適正化委員会事務局長会議 

     期 日 令和４年１２月７日（水） 

     場 所 ホテルモナーク鳥取「砂丘の間」（鳥取市） 

内 容 （基調報告）全国社会福祉協議会 政策企画部長 岩崎 香子 氏 

          協議事項 

  (1)運営適正化委員会の課題について 

           (2)苦情解決合議体の課題について 

           (3)運営監視合議体の課題について 

           (4)事例検討 

           (5)その他 
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（４）受付した苦情案件の概要 

  ① 受付方法別受付件数（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  受付方法 

 

受付件数 

電話等 書 面 来 所 合 計 

備 考 苦 情 

相 談 

問い合

わ せ 

苦 情 

相 談 

問い合

わ せ 

苦 情

相 談 

問い合

わ せ 

苦 情

相 談 

問い合

わ せ 

年度合計 ２４ ６ １ ０ ０ ０ ２５ ６  

    ※「問い合わせ」は、利用者側からの福祉サービス利用に係る苦情相談を除く件数を記載し

ています。 

       

 

 

 

 

② サービス種別、申し出人の属性（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  申し出人の属性 

 

 サービス種別 

利用者 家 族 代理人 職 員 その他 合 計 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

老 人 １  ７        ８  

障がい者 ６  ９  １     ２ １６ ２ 

児 童   １        １  

その他    １      ３  ４ 

年度合計 ７  １７ １ １     ５ ２５ ６ 

※「問い合わせ」は、利用者側からの福祉サービス利用に係る苦情相談を除く件数を記載し 

ています。 
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（４）受付した苦情案件の概要 

  ① 受付方法別受付件数（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  受付方法 

 

受付件数 

電話等 書 面 来 所 合 計 

備 考 苦 情 

相 談 

問い合

わ せ 

苦 情 

相 談 

問い合

わ せ 

苦 情

相 談 

問い合

わ せ 

苦 情

相 談 

問い合

わ せ 

年度合計 ２４ ６ １ ０ ０ ０ ２５ ６  

    ※「問い合わせ」は、利用者側からの福祉サービス利用に係る苦情相談を除く件数を記載し

ています。 

       

 

 

 

 

② サービス種別、申し出人の属性（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  申し出人の属性 

 

 サービス種別 

利用者 家 族 代理人 職 員 その他 合 計 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

苦情 

相談 

問い合

わ せ 

老 人 １  ７        ８  

障がい者 ６  ９  １     ２ １６ ２ 

児 童   １        １  

その他    １      ３  ４ 

年度合計 ７  １７ １ １     ５ ２５ ６ 

※「問い合わせ」は、利用者側からの福祉サービス利用に係る苦情相談を除く件数を記載し 

ています。 
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③ サービス種別、受付内容の区分（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

サービス 

種  別 
区     分 

苦

情

受

付

件

数 

苦情 

問
い
合
わ
せ
等 

合 

計 

苦情解決結果 

相
談
助
言 

紹
介
伝
達 

あ
っ
せ
ん 

通

知 

そ

の

他 

継

続

中 

意
見
・
要
望 

老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

サービスの内容（職員の接遇） １  １       １ 

サービスの内容（サービスの質や量） １ １        １ 

利用料           

説明・情報提供 １  １       １ 

被害・損害           

権利侵害           

その他 ５ １ ４       ５ 

障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

サービスの内容（職員の接遇） １０ １ ９       １０ 

サービスの内容（サービスの質や量）           

利用料           

説明・情報提供 ３  ３       ３ 

被害・損害           

権利侵害           

その他 ３  ３      ２ ５ 

児
童
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

サービスの内容（職員の接遇）           

サービスの内容（サービスの質や量）           

利用料           

説明・情報提供           

被害・損害           

権利侵害           

その他 １ １        １ 

そ
の
他
サ
ー
ビ
ス 

サービスの内容（職員の接遇）           

サービスの内容（サービスの質や量）           

利用料           

説明・情報提供           

被害・損害           

権利侵害           

その他         ４ ４ 

合 
 
 

計 

サービスの内容（職員の接遇） １１ １ １０       １１ 

サービスの内容（サービスの質や量） １ １        １ 

利用料           

説明・情報提供 ４  ４       ４ 

被害・損害           

権利侵害           

その他 ９ ２ ７      ６ １５ 

合       計 ２５ ４ ２１      ６ ３１ 
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４．年度別活動受付件数の推移 

サ
ー
ビ
ス
種
別 

平成22 

年度 

平成23 

年度 

平成24 

年度 

平成25 

年度 

平成26 

年度 

平成27 

年度 

平成28 

年度 

平成29 

年度 

平成30 

年度 

令和元 

年度 

令和2 

年度 

令和3 

年度 

令和4 

年度 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
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合
わ
せ 

苦

情
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談 

問
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せ 

苦

情
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談 

問
い
合
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せ 

苦

情
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談 

問
い
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わ
せ 

苦

情
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談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

苦

情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

老
人 

4 2 7 2 8 2 3 0 5 4 8 3 6 1 6 1 4 0 3 0 5 0 2 0 8 0 

障
が
い
者 

10 0 5 1 2 3 14 0 4 1 9 4 9 3 4 1 11 1 5 0 6 0 8 １ 16 2 

児
童 

0 0 3 0 2 0 6 0 3 0 1 0 6 0 3 0 1 1 6 0 2 0 3 0 1 0 

そ
の
他 

0 0 2 2 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 

 

4 

 

合
計 

14 2 17 5 15 6 24 0 14 5 18 7 23 4 15 2 16 2 14 0 15 0 15 1 25 6 
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0
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0
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平成２２年度平成２３年度平成２４年度平成２５年度平成２６年度平成２７年度平成２８年度平成２９年度平成３０年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（件）

下段：苦情相談 上段：問合せ等
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下段：苦情相談　上段：問合せ等
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４．年度別活動受付件数の推移 
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わ
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わ
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わ
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情

相

談 

問
い
合
わ
せ 

老
人 

4 2 7 2 8 2 3 0 5 4 8 3 6 1 6 1 4 0 3 0 5 0 2 0 8 0 

障
が
い
者 

10 0 5 1 2 3 14 0 4 1 9 4 9 3 4 1 11 1 5 0 6 0 8 １ 16 2 

児
童 

0 0 3 0 2 0 6 0 3 0 1 0 6 0 3 0 1 1 6 0 2 0 3 0 1 0 

そ
の
他 

0 0 2 2 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
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下段：苦情相談 上段：問合せ等
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５．受け付けた苦情の主な事例紹介 

  事例を掲載するにあたっては、事実をできるだけ正確に記述するよう努めていますが、反面、申出人

や事業所が特定できないよう、また、プライバシーに配慮した記載としております。 

  したがって、事例によっては内容がわかりづらいものもあると思いますが、上記のことを念頭にお

いて読んでいただき、苦情解決の参考にしていただきますようお願いいたします。 

 

№１ 

 分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 入所 苦情の区分 サービスの質や量 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 介護付き有料老人ホームに母親が入居している｡通

院､送迎について､他の施設の状況が知りたい｡ 

 本会から､老人ホームにおける通院等支援の状況を

行政機関に確認して内容を知らせると伝えたが､申出

人は自分で納得のいくまで調べると言われた｡本件は

これで終了して良いかと申出人に確認し､了解された

ので終了した｡ 

  

№２ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 保育所側から｢ならし保育｣の期間が決められていな

い｡保育所としてきちんと｢ならし保育｣の期間を決めて

対応してほしい｡ 

 申出人は､自分で保育所に対し､｢ならし保育の期間

を 1週間と決めてもらいたい｣旨の要望を伝えられたと

のことだった｡本件は､本会に特段の対応を求めるもの

ではなかったので傾聴し､終了した｡ 

 

№３ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 入所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 職員の入所者に対する言葉遣い､態度､扱い方を改め

るよう事業所へお願いしてほしい｡自分達の存在がある

から､職員も仕事ができるという謙虚な気持ちで入所者

に接してほしい｡匿名で事業所には伝えてほしい｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所からは､｢職員の入所者に対する言葉遣い､

職員の態度､扱い方については充分注意をして改善を

図っていく｡｣との回答を得て申出人へ伝えて納得され

たので本件は終了した｡ 
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№４ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 娘が事業所職員から言われた発言で苦しんでいる｡事

業所に厳重注意をしてほしい｡謝罪の手紙を受け取った

が､全体を通して｢ごめんなさい｣という謝罪文だったの

で､娘は納得しない｡一つ一つの項目に対して､取り消し

ますと書いてほしい｡ 

 事業所に対して聞き取り調査を行った中で､事実否

定や差別をしていたという項目関しては､意図を持っ

て発言したものとは断定できないため､取消しの手紙

を求めることはできないと判断し､その旨を申出人へ

伝えた｡これ以上の介入は難しいことと当事者間で話

合いをするように伝え､申出人は了解されて本件は終

了した｡ 

 

№５ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 現在利用している事業所から､娘が他の利用者のもの

を触ったり､隠したりする行動により退所するように言

われた｡娘は現在の事業所で働く意欲があるので､継続

利用を望んでおり､そのための支援を事業所にしてほし

い｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡本会から､事業所に対して行政と連携し今後の対

応を含め最善の支援をお願いした｡申出人からは､事業

所には中立な立場に立つことを望んでいること､他の

事業所に替わるつもりであることを言われた｡申出人

は傾聴へのお礼を言われ本件は終了した｡ 

 

№６ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 事業所の相談員が指示した内容について､取り消した

後､謝罪の手紙を書いてほしい｡娘をずっと苦しめてい

ることを厳重注意してほしい｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡本会から相談員に対して取消しの手紙を書くこ

との強制はできないため､相談員本人の判断に委ねる

と伝えて､申出人は了解され本件は終了した｡ 
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№４ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 娘が事業所職員から言われた発言で苦しんでいる｡事

業所に厳重注意をしてほしい｡謝罪の手紙を受け取った

が､全体を通して｢ごめんなさい｣という謝罪文だったの

で､娘は納得しない｡一つ一つの項目に対して､取り消し

ますと書いてほしい｡ 

 事業所に対して聞き取り調査を行った中で､事実否

定や差別をしていたという項目関しては､意図を持っ

て発言したものとは断定できないため､取消しの手紙

を求めることはできないと判断し､その旨を申出人へ

伝えた｡これ以上の介入は難しいことと当事者間で話

合いをするように伝え､申出人は了解されて本件は終

了した｡ 

 

№５ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 現在利用している事業所から､娘が他の利用者のもの

を触ったり､隠したりする行動により退所するように言

われた｡娘は現在の事業所で働く意欲があるので､継続

利用を望んでおり､そのための支援を事業所にしてほし

い｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡本会から､事業所に対して行政と連携し今後の対

応を含め最善の支援をお願いした｡申出人からは､事業

所には中立な立場に立つことを望んでいること､他の

事業所に替わるつもりであることを言われた｡申出人

は傾聴へのお礼を言われ本件は終了した｡ 

 

№６ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 事業所の相談員が指示した内容について､取り消した

後､謝罪の手紙を書いてほしい｡娘をずっと苦しめてい

ることを厳重注意してほしい｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡本会から相談員に対して取消しの手紙を書くこ

との強制はできないため､相談員本人の判断に委ねる

と伝えて､申出人は了解され本件は終了した｡ 
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№７ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 申出人が､娘の書いた手紙を事業所へ渡したいが､事

業所が受け取ってくれないので返事がもらえない｡貴会

から事業所へ渡してもらえないか｡ 

 本会から､苦情の手紙を事業所に渡すことは出来な

いことと､本件は申出人と事業所の間で解決してもら

うことを申出人へ伝えて､本件は終了した｡ 

 

№８ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 入所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

施設は申出人が頼んだことは何もせず､何をしても良

いのか｡不安感が募るので､退所も考えていることも施

設側へ伝えてもらえないだろうか｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡相談については､面談の際に施設側からきちんと

説明がある旨を伝えて､申出人は了解されたので本件

は終了した｡ 

  

№９ 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 母が訪問介護を利用している｡お金の受取証､明細､利

用料の請求書などの書類は申出人の指示通りに処理し

てほしい｡ヘルパーによってできる事､出来ない事が違

うので一貫して業務を行ってほしい｡ケアプランについ

て､きちんと説明してほしい｡ 

 本会から､申出人の申し出の内容について事業所に

確認し､事実であれば改善をお願いした｡その上で､申

出人に連絡をして対応してもらうよう依頼した｡事業

所から､申し出に対しての対応はきちんと説明し納得

されたとの報告があった｡この報告を受け本件は終了

とした｡ 
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№10 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 包括支援センターが勝手に､本人の同意もなく介護保

険の申請をした｡ケアマネジャーが作成する本人の詳細

な情報を入手して書類を作成している｡本人の同意がな

いのに､個人情報を収集するのは明らかに秘密漏洩で守

秘義務違反ではないのか｡納得ができるようにきちんと

説明してもらうように包括支援センターに伝えてほし

い｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡包括支援センターは､弁護士を代理人として申出

人への対応を一任しており､申出人からの訴えについ

て弁護士から申出人へ電話連絡し説明をすることにな

った｡本会としても､弁護士が窓口であることからこれ

以上の介入できないため､本件は終了とした｡ 

 

№11 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 B型事業所へ通所していたが､事業所を退所すること

になった｡管理責任者から作業での指示の仕方､言い方

や呼び捨てにされたことで息子が傷ついたことが原因｡ 

事業所のパンフレットなどには､病気のケアに対して記

載されているので､配慮をもって利用者に対応してほし

い｡ 

 本会として､どのような対応をしてほしいかと聞い

たところ家族に相談して､再度連絡するとのことだっ

たので､ここで終了した｡その後､連絡がないので本件

は終了とした｡ 

 

№12 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 説明・情報提供 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 デイサービスを利用している｡事業所の現在の状況､

職員が多数辞めた理由､事業所は現状をどう捉えている

のか､今後のサービス提供はどのように行われるのかに

ついて､文書で説明してほしい｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業者側からの説明がなく職員が多数退職した

ことによるサービス利用者の不安が増大している状況

にあることから､事業所の状況､多数退職の理由､現状

をどう捉えているか､今後のサービス提供についてき

ちんと申出人に説明するよう本会として事業所へ伝え

た｡理事長から苦情相談の内容について文書にて説明

した結果､申出人は納得されたとの報告があったため､

本件はここで終了とした｡ 
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№10 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 包括支援センターが勝手に､本人の同意もなく介護保

険の申請をした｡ケアマネジャーが作成する本人の詳細

な情報を入手して書類を作成している｡本人の同意がな

いのに､個人情報を収集するのは明らかに秘密漏洩で守

秘義務違反ではないのか｡納得ができるようにきちんと

説明してもらうように包括支援センターに伝えてほし

い｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡包括支援センターは､弁護士を代理人として申出

人への対応を一任しており､申出人からの訴えについ

て弁護士から申出人へ電話連絡し説明をすることにな

った｡本会としても､弁護士が窓口であることからこれ

以上の介入できないため､本件は終了とした｡ 

 

№11 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 B型事業所へ通所していたが､事業所を退所すること

になった｡管理責任者から作業での指示の仕方､言い方

や呼び捨てにされたことで息子が傷ついたことが原因｡ 

事業所のパンフレットなどには､病気のケアに対して記

載されているので､配慮をもって利用者に対応してほし

い｡ 

 本会として､どのような対応をしてほしいかと聞い

たところ家族に相談して､再度連絡するとのことだっ

たので､ここで終了した｡その後､連絡がないので本件

は終了とした｡ 

 

№12 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 説明・情報提供 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 デイサービスを利用している｡事業所の現在の状況､

職員が多数辞めた理由､事業所は現状をどう捉えている

のか､今後のサービス提供はどのように行われるのかに

ついて､文書で説明してほしい｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業者側からの説明がなく職員が多数退職した

ことによるサービス利用者の不安が増大している状況

にあることから､事業所の状況､多数退職の理由､現状

をどう捉えているか､今後のサービス提供についてき

ちんと申出人に説明するよう本会として事業所へ伝え

た｡理事長から苦情相談の内容について文書にて説明

した結果､申出人は納得されたとの報告があったため､

本件はここで終了とした｡ 
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№13 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

放課後等デイサービスを利用している｡施設利用最終

日について事前に相談がなく､施設と相談員のみの話合

いで一方的に利用最終日の決定がされたことは､手に負

えず解除したいという考えがあったのではないかと不

信感を持たざるを得ない｡次の施設が決まるまでは通所

を認めるような配慮があっても良いのではないかと思

うが施設の考えを聞きたい｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡施設からの回答は､申出人の方から次の施設を探

すと言われたというもので､施設利用最終日について

は､相談員が次の施設を探す目安として提案されたた

め､施設が一方的に決定した訳ではないとのことだっ

た｡本会から､この旨を申出人へ伝えて了解されたので

本件は終了した｡ 

 

№14 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 包括支援センターの所長が高齢者に対する虐待を行

っている｡このような場合は､どこに相談したら良いか｡ 

本会の役割を説明し､介護保険制度の対象となる福

祉サービスに関する苦情は､介護保険の専門の国保連

の相談窓口へご相談いただくことを本会から申出人へ

伝えた｡申出人は了解されて､本件は終了した｡ 

  

№15 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 代理人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

事業所を退所になった理由について相談があった｡利

用者同士が集まったことに対して､何故集まってはいけ

ないのか｡事業所で働きたいのに､何故受け入れてもら

えないのか｡受け入れてもらえない具体的な理由をきち

んと説明してもらいたい｡ 

 申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所が事業所内でのトラブルを未然に防止す

るという観点から制限を設けていることは法律に違反

しているという状況になく､過度な運営規定の内容で

はないと推察されるので事業所の対応は裁量の範囲内

であり､当時､事業所受入の定員が一杯だったことや過

去の申出人の行動や経緯を踏まえて受入が難しい状況

にあるとした事業所側の対応は､許容される範囲だと

考えられることを本会の見解として代理人に伝えて､

申出人へ伝えていただき本件は終了した｡ 
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№16  

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 説明・情報提供 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 事業所を多数の職員が退職した件について､退職した

職員に聞き取り調査を行いその結果を踏まえ､事業所に

対して今後の方針､考え方について回答を求める文書を

ＦＡＸにて理事長に送信したが､何の回答もない｡何故､

1ヶ月そのままにしておかれるのか事業所に伝えてほし

い｡ 

 本会より､理事長へ電話をして話を聞いた｡ 

理事長は､文書の中に回答を求める内容は記載されて

いなかったとのことで回答しなかったとのことだっ

た｡申出人に理事長が直接話しをされる旨を申出人に

伝えて納得されたため､本件は終了した｡ 

  

№17 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 ショートステイ、ロングステイ 苦情の区分 説明・情報提供 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 施設の相談員に以前から入所の相談をしている｡施設

長､職員､相談員で相談されたようだが､度々骨折をする

ような方は受け入れられないと相談員から何故突然言

われたのか理解できない｡車椅子に乗れるようになって

からと言われたが､高齢であるのでそこまで回復すると

は考えられない｡納得できるような説明を施設側からし

てほしい｡ 

介護保険制度の対象となる福祉サービスに関する苦

情は､介護保険の専門の国保連の相談窓口へご相談い

ただくことを本会から申出人へ伝えた｡申出人は了解

されて､本件は終了した｡ 

 

  

№18 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

 母親をなるべく近くの養護施設への入所を行政の福祉

課に問い合わせをしていた｡施設に空きが出来たとの連

絡があったが､回答期間が余りにも短く急なので思案中｡

この機会を逃すと､3年程は施設の空はないと行政の担当

者が言われた｡入所可能の場合､断ることは出来るか､入

所費用､通院の際の送迎など疑問点がある｡ 

疑問点について､施設､行政とよく話し合うように

本会から助言したところ､傾聴へのお礼を言われ本件

は終了した｡ 
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№19 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 短期入所 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

息子が事業所へ短期入所している｡職員から体型につ

いて嫌味を言われたことを気にしている｡事業所として､

利用者に配慮して職員の教育をきちんとして対応してほ

しい｡職員の発言に気を付けて､利用者に接してほしい｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所内での苦情は事業所内で解決していただ

くことを事業所に伝え､事業所と申出人が良く話合

い､事業所として申し出を真摯に受け止め､改善でき

るところは改善を行い､より良い関係性を築いていた

だくように本会からお願いした｡ 

事業所として申し出について今後改善を図ってい

くことや申出人に連絡し話合いをされる旨を申出人

に伝えて了解されため､本件は終了した｡ 

  

№20 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 通所 苦情の区分 説明・情報提供 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

事業所のデイサービスを利用している｡入浴介助サー

ビスを受けるにあたり､退職により生活介護サービスの

男性職員が不在となるため､女性職員のみの対応では非

常に不安を覚える｡事業所として今後の対応､方針につ

いて､理事長から申出人へ説明するよう伝えてほしい｡ 

行政窓口へ苦情について相談をしているが､対応して

くれない｡対応していただけるようお願いしてほしい｡ 

 職員が大量に辞めた原因や事業所の今後の方針に対

する回答を求めたが､回答がないため理事長へ伝えてほ

しい｡  

入浴介助サービスについては､施設基準において職

員の配置は男性職員でなければならないという要件は

なく､施設基準を満たしている事業所に対して改善を

要求することは本来の業務範囲ではないので､本会で

は対応できない旨を申出人へ伝えた｡ 

行政の苦情の相談への対応については､行政の立場

は本会と同じ立場であり､事業所の施設基準に対して

は静観している状況だと思うので､本会としては､行政

に対しては何も伝えられない旨を伝えた｡ 

職員が大量に辞めた原因や事業所の今後の方針に対

する回答については､理事長が第 3者委員へ書面で回答

をされる旨を申出人へ伝えて､了解されたため､本件は

終了した｡ 
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№21 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

事業所を退所した｡ 

申出人から､事業所の職員の利用者に対する暴言をやめ

て､言葉遣いや態度を改めてほしい｡申出人の個人情報

の漏洩はやめてほしい｡利用者のためにも､事実確認を

して今後の事業所の対応を改善するように伝えること

を言われた｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所は､職員が利用者に対して申出人が言われ

るような利用者に対しての暴言はなく､職員の接する

態度などに問題はなく､個人情報の漏洩は行っていな

いとのことだった｡ 

本会から事業所に対して実際にサービスへの苦情が

あったので､誤解を招くことのないような事業運営を

お願いし､事業所からの回答を申出人へ伝えて了解さ

れたため､本件は終了した｡ 

 

№22 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

事業所を退所した｡ 

申出人から､事業所に対して 3つの事柄を言われた｡利用

者個々の障がい特性をきちんと把握して､利用者に寄り

添い指導･助言などを行ってほしい｡職員や施設管理者が

利用者に対して個人名など個人情報を話さないでほし

い｡契約違反が契約書のどこの部分に当たるのか､きちん

と説明してほしい｡事業所へ伝えてほしい｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所は､利用者個々の障がい特性をきちんと

把握して､個々の障害特性に合わせたサービスの提供

や支援を､事業所のルールの範囲の中で出来る限り行

っている｡個人情報の扱いについては､充分注意する

ように取り組んでいる｡プライベートで利用者間での

交流はしてはいけないことになっているとの回答だ

った｡本会から､事業所からの回答を伝えて､申出人が

了解されたので､本件は終了した｡ 

 

№23 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

母親が､デイサービスを週 1 回利用している｡ 

1ヶ月程体調が悪くデイサービスに行けなかった｡事業所

から､デイサービスを利用できていないことを理由に週 3

回の利用者に利用させたいので退所するように言われ

た｡このことは､介護の分野では通常のことなのか､納得

できない｡ 

相談内容が介護保険に関する案件のため､国保連の

介護保険サービス苦情受付窓口を案内して申出人が

了解されたので､本件は終了した｡ 
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№21 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

事業所を退所した｡ 

申出人から､事業所の職員の利用者に対する暴言をやめ

て､言葉遣いや態度を改めてほしい｡申出人の個人情報

の漏洩はやめてほしい｡利用者のためにも､事実確認を

して今後の事業所の対応を改善するように伝えること

を言われた｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所は､職員が利用者に対して申出人が言われ

るような利用者に対しての暴言はなく､職員の接する

態度などに問題はなく､個人情報の漏洩は行っていな

いとのことだった｡ 

本会から事業所に対して実際にサービスへの苦情が

あったので､誤解を招くことのないような事業運営を

お願いし､事業所からの回答を申出人へ伝えて了解さ

れたため､本件は終了した｡ 

 

№22 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 サービスの内容（職員の接遇） 

受付手段 電話 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

事業所を退所した｡ 

申出人から､事業所に対して 3つの事柄を言われた｡利用

者個々の障がい特性をきちんと把握して､利用者に寄り

添い指導･助言などを行ってほしい｡職員や施設管理者が

利用者に対して個人名など個人情報を話さないでほし

い｡契約違反が契約書のどこの部分に当たるのか､きちん

と説明してほしい｡事業所へ伝えてほしい｡ 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所は､利用者個々の障がい特性をきちんと

把握して､個々の障害特性に合わせたサービスの提供

や支援を､事業所のルールの範囲の中で出来る限り行

っている｡個人情報の扱いについては､充分注意する

ように取り組んでいる｡プライベートで利用者間での

交流はしてはいけないことになっているとの回答だ

った｡本会から､事業所からの回答を伝えて､申出人が

了解されたので､本件は終了した｡ 

 

№23 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 在宅 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

母親が､デイサービスを週 1 回利用している｡ 

1ヶ月程体調が悪くデイサービスに行けなかった｡事業所

から､デイサービスを利用できていないことを理由に週 3

回の利用者に利用させたいので退所するように言われ

た｡このことは､介護の分野では通常のことなのか､納得

できない｡ 

相談内容が介護保険に関する案件のため､国保連の

介護保険サービス苦情受付窓口を案内して申出人が

了解されたので､本件は終了した｡ 

17



18 
 

№24 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 その他 苦情の区分 その他 

受付手段 電話 申 出 人 家族 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

利用者は障害者支援施設へ入所していた｡ 

利用者は末期のがんではあったが､事業所は血便が確認

された時点で病院に受診させておらず､整腸剤で様子を

見ていた｡事業所の対応が納得いかないので､指導に入っ

てもらいたいとの家族からの申し出があった｡ 

 

申出人の相談内容を事業所へ伝えて､事実確認を行

った｡事業所からの報告について､事業所としてのサ

ービス､支援を提供する上での対応に瑕疵あるという

判断には至らないことを､本会の考えとして申出人に

伝えた｡本会は､指導権限がないことを申出人に伝え､

現状を踏まえ事実確認に留まり､これ以上の介入は難

しい旨を伝えた｡申出人は了解され本件は終了した｡ 

 

№25 

分  野 老 人 ・ 障がい者 ・ 児 童 ・ その他 

事業種別 入所 苦情の区分 その他 

受付手段 手紙 申 出 人 本人 

具体的な内容 運営適正化委員会の対応と結果 

利用者は､養護老人ホームへ入所している｡ 

事業所が預っている通帳､印鑑を返してほしい｡ 

 

事業所に対して､申出人からの申し出の内容を伝

え､事実確認を行った｡申出人を含め関係者で協議さ

れ､通帳､印鑑は事業所で預かることになっており､申

出人､家族も了解されているとのことだった｡申出人

からの申し出については､事業所に対して改めて関係

者による話合いの場を設定していただくように伝え

た旨を本会から申出人に伝えた｡申出人は了解され本

件は終了した｡ 
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